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租税利益説の衰退

北僚喜代治

I 租税利益説の衰退 スミス

まずスミスは，ロヲグと同じように，国家の起源を財産の保護の必要に求める。 r財
産が存在するまでは，政府の存在するはずがない。とし、うのは，まさに政府の巨的は富

を確保し，貧者から富者を防衛することにあるからである九」他方スミスは，周知のよ

うに. r向然的自由の制度」の下にあz国家ーーすなわち，各個人の私的利益の迫求が

保証されておわしたがってもっとも順調な士明化の進展が約束されてし、る国家ーーの

君主の義務として，国防，司法行政，公共施設建設維持の三つをあげた九そしてスミ

スは，これらの項目について詳しく論じるのであるが，それらが，この「商業社会」の

維持発展にとヮて不可欠な仕事である以上，全て財産の保護もしくは増大と深く関連し

ているとみなされてし功、であろう。したがって，スミスにおける国家はまさに財産のた

めの国家といってさ Lっかえなかろう。このような目的を持つ国家はし、かなる統治原理

を持っているのであろうか。

λ ミλ は社会契約説を三つの理由によって拒否する。第ーの理由は「原契約の教説は

イギリス独特のものであり，その教説が考えつかれなかったところでも統治は存在レ，

またこれがわが国の大部分の人民についてあてはまりさえする」からであれ第二の理

由は，原契約がたとえ存在したとしても r彼らの子孫はそれと何の関係もなく，彼ら

はそれをま日らず， したがってそれkよって拘束されなもづからである九 こうして社会

契約説を葬り去ったλξλは，それに代えるに，同感の埋論に基礎をお〈功利の原理と

権威の原理とにもとずく支由服従申理論壱うち立てる。同感の概念は月ミスの道徳哲学

全体を支えているともいうべき重要な概念であるが，そ札はいってみれば，他人の状態

1) A. Srn凶 h，Lectu'>'es 酎~ Justice， Police， R帥 enuea加 a Arrw;， Cannan ed.， 1956， p. 15; 

ditto， An lnq明iry2nto the Nature and Causes 01 the Wealth 0/ Nations， Cannan ed.， 
】ModernLib.， p. 670 

2) ditto，防'.011呪 pp.651'， 766 

3) ditto， Lecfur叫 pp.11-12 もちろん目ホップズにしろロックにしろ 原契約が「歴史的」
事実として存在していたと考えたわけではないE それはいわば. r論理的」事実ないし必然であ
ったくCf.J. W. Gough， The Sooial Confract， 1936， p. 129)。周知のようにz論理的架構を
軽蔑し，その意味壱理解しないのは』保守主義的思考の顕著な特長の一つである。
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や行動を理解し是認し， さらに進んで讃美し畏敬する感情 C品る， といいえよう九服

従の原理の一方である功利の原理とは.たと夫ば次の上うなものである。 r政府に反抗

し，それの転覆をねがうことが，ときどき私の利益になるかも知れない。しかし私は，

他人が私とは異なる意見を持っておわしたがってその試みをなしている私壱助けない

であろうことを感じる。それで私は，全体の利益のために，政府の決定にしたがうので

ある&)oJ他方の権威の原理についてスミスほしサ。人聞の自然的服従の原因には，心身

の優越，年令の優越，富の優越，門地の優越の四つがあるが.r明らかに門地と富が

人聞の身分差別の二大源泉であれしたがって，人聞の聞に権威と服従を自然的にうち

立てる主要な原因であるの。』なぜなら，自然は賢明にも，知恵や徳などよりも，門地や

富という明白で蝕知しうるものを身分区別の判断基準としたからTある九 ところで，

門地というものは，富の所有が数世代のあいだ車持続することによって生じ昌のであzか

ら，権威の原理とは，結局のところ，財産がもりとも自然的に権威を持つということで

ある。そしてもっとも権威を持つものが，他人の服従をもっともかちとりうるのである

から，スミスがここでなしたことは，財産所有者の政治的支配の，道穂感情論的一一強

いていえば，反理性的 認在であり，神聖化であ :Q1cいえよう。さきに，国家の起源

と任務を財産の保護と u、う政治経済学的視点から説いたスミスは，ここでは，人間が生

まれっき財産所有者にもっとも喜んで服従するとしづ社会心理学的視点から，財産所有

者の支配権壱升護したのである。こうして，財産所有者のための財産所有者による国家

が完成する。

すでに予想されるように，契約説を否定して，周感の理論を統治の理論の基礎におけ

ば，同感というものの性質上，見なれないものへの反援が生じよう。 r人聞は社会に対

する生来の愛を持っており，人類の結合から自分自身何らの利益壱引き出せなくとも，

その結合がそれ自体のために保存され昌へきであると望むものである S)oJこの方向を先

八たどれば. r社会の平和と秩序の優先P が現れ，一定の主義を抱いて制度を改造しよ

うとする「体系の精神J10
) への嫌悪が表明される。このような適正さと中庸と平和と秩

序を尊重し，変革と過激さを嫌悪する態度は，もっと積極的に，現存する権力の赤裸々

な弁護論へと進んで行 c r富者と強者の全ての情念に周感すると u、う人聞のこの性質

4) A. Smith， Tke Tkeory of MOfal Sent包ments，10th ed.， 1804， Vol. 1， Part 1， Passim~ 
5) ditto， L出 tures，pp. 10-11 
6) ditto， W. 01 N.， p， 673 
7) ditto， M. 5.， Vol. II， pp. 77-78 
8) Ibid.， Vol. 1， p. 179 
9) Ibid.， Vol. U， p. 77 
10) Ibid.， Vol. II， pp. 92-93 
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の上に，身分的差別と社会的階扱が基礎づけられてし、る 11)oJ国王万Jという叫ぴは自然

の叫びである。 r社会の秩序が，彼らに対して，われわれが反抗すべきととを要求して

いるように4 えるときでさえ，われわれは，ほとんどそうはできないのである。国主は

人民の召使しであり，公共の便宜が要求するときには命令に服せしめられ，反抗され，

退位させられ，あるいは処罰されるべきだということは，理性と哲学の教説で品る。が

しかし，それは自然の教説ではなし、冊。」バ クが激賞したといわれるこの著書からの引

用は，これで十分であろう。スミスは講義においてもいっている。 r政府はしばしば，

その国民全体の保護のためでなく，それ自身のために維持される。臣民が主権者壱処罰

する権利壱持つとし、う公法学説は，主権者の権利があのように論議されたイギリ λ にお

いてさえ，決して存在しなかった幼。」また「どのような時に主権者が惑をなしたことに

なるのかを決定する裁判官はL、ない。主権者が裁判に服すると丹を仮定することは，も

う一人の主権者壱仮定することである D叫」

このよう二して， A ミスにおいては，草命者や社会契約説や人民主権などの概念が明

示的に拒否されるだけでなく，困有の権利を持つものとしての個人さえ，その姿を明瞭

化現わすことはないのである。もちろん，ロッグにおいてもすでに，あのボゲプズに現

れていたような強烈な個人の黒い輪郭はうすれかけていた。とはいえ，それは依然と L

て究極における権利の主体であった。しかし，スミスにおいては，それはむしろ支配さ

れるべき客体にすぎなし、一一いや個人の輪郭さえ消えて，眼にみえ旧支配者の権威の網

目のうちに吸収されてしまうりである。スミスは，もはや自然権について語らず，個人

の政治的権利そ積擁的に宇張しないn かつて人聞の理性は，自然の名において擁護され

た。スミスにおいては今や反対に，人間の理性は自然の名において拒否されるのである。

とすれば，われわれは，スミスにおいて，租税利益説はすでに姿を消しτいるだろう

と予想してもいいだろう。けだし，租税利益説壱支えるべき諸理念が，すでにスミスの

うちには存在しないからである。スミスはいう。 r全ての国家の臣民は，政府の維持に

対して，彼らのそれぞれの能力にできるだけ比例して，すなわち，彼ちが国家の保護の

下にそれぞれ享受するところの収入にできるだけ比例して，貢納すべきである。個人に

対する大国家の政府の経費は，ちょうど，大土地の共同小作人に対する管理費用のよう

なも 6つであるo この共同小作人たち全ては，この土地のうちに有する彼らそれぞれの利

害に比例して貢納させられるのである均。」スミスが租税利益説壱主張してい zと見な

11) Ibid.. Vol. 1， p. 103 
12) Ibid.. Vol. 1， p. 104 
13】 ditto，LeGtuγes， p. 269 
14) Ibid.， p. 66 
15) ditto， W. 0/ N.， p. 777 
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される場合，そのー論拠として，この一節が引用されるが，この文章は，租税滞拠より

もむしろ租税配分を論じてし、るとみなされる方が適切ではあるまいか。それにしても，

スミスのうちに，租税根拠論への関心が全く存在しないと断言することも困難であろう。

花戸博士は，スミコえのうちに租税義務説と租税利益説の双方が存在することをみとめ，

次のニ系列奇想定する則。

義務説権威の原理一臣民一国家維持=公民関係〔政治的根拠?J 

利益説ー砂利の原理受益者財産保護=経済的根拠

そして花戸博士は，との関係をまたスミスの租税配分論kおける能力説ト利益説止の区

別に関連づけている o スミ 3えの論議のうちからこの二系列を摘出することは，たしかに

注目すべき見方であろう的。しかし， ここでは，さしあたり，7-ミスが根拠論を正面か

ら積極的に論じなかったということを指摘すればたりょう。

さて，スミスは，具体的租税形態としては，地代税と者{多品税を最良のものとして推

奨 L，必需品税t関しては，消極的仁賛成する叱これらが採用されるべき租税であり，

所得税などの他の租税が採用されるべきでない租税であるとなすスミスの論拠は，もは

や単純ではない。なるほど，スミスが，地主の取得する地代は，地主の個人的努力によ

ってではなく，国家のよき統治によって増加する，というとき，彼は租税利益説舎保持

しているようにみえる。しかし，スミスの時代になれば，もはや国家の良き統治の恩l!IJ:

にあずかっているのは地主だけであるとはいえないであろうし，他方，その論拠だけで

膏修品税が推奨されているわけでもなし、。また所得税への強い反対論拠は，それが個人

の諸事情を明るみに出すとし寸審問官的性格壱持っているからである叱現実の経済的

発展と経済学の展開は，もはや単純な租税推奨論とは相容れないであろう。そして具体

的な租税目推奨論は，単純な租税根拠論の無能ぷり壱瑚笑するようになるであろう G こ

うして，租税根拠論じ一定の租税の推奨論とはますます分離して行くのである。

スミ月がこのように，保守的な政治論を展開し，租税利益説壱無視してしまったとい

うことが事実としてもスミスが単なる現状弁護論者以上に出なかったといったらz 己

れほどまちがった己ともないだろう。スミ y、の保守性は←ーーさしあたりこのことばが適

切だとして むろん，現実の経済的政治的変容との関連において，またその変容に対

16) 花戸龍蔵「財政居、想史〔古典儲)J昭和 29年千倉書扇， 77-80へージ。
17) しかし このニ系列を抽出したのちにとそ，真の問題があるのである。なぜ両者が混在してい

るのか，両者はし、かなる論理的関係にあるのか それは歴史的にし、かなる意味を持勺ているのか.
などの問題が解明されないかぎり，単なる分類学にF和、る危険があろう。

18) スミス租税論の具体的分析については， さしあたり 次をみよ。井手主雄『増訂新版古奥学
派の財政論」昭和 35年，創造社， 294-3田ベジ。

19) A. Smith， W ザ N.，p. 800 
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応するスミスの深い経済学的研究との関連において，理解されなければならなし、。まず，

スミ旦は各人の自由な個人的利益の追求が，社会全体の最大限の文明化への調和的な進

展壱保証することを，確認する叫。 このように資本制社会の自己展開的性格が認識され

るなら，人聞の社会的結合にとって，ホップズの絶対君主の強力という鎖も.ロッグの

社会契約とし寸架空の政治的紳も必要ではないだろう。スミスは，利己心を通じてあら

われる商品先換というはるかに自然的な経済的紳によって人間たちを結合するのである。

人聞がもはや契約を結ばないならば，互に平等である ζ とも問題としなくてよいだろう。

そしてもし資本主義が自己発展し，かっ自由放任の方法によってこそ最大の富の増加が

保証され，また国家の任務は前記の三項目に限定されかっそれ丈は絶対に必要であると

するならば，そして，イギリスとイギリスの政府が，もっともこれらの理想に近づいて

おり，それ故に世界の最先端を進んでいるのであ呂ならば一一ーそのとき必要なりは，お

そらく現状壱擁護することであろう。逆説的になるが，スミ λ はその政治的保守性によ

ってまさに歴史を強方に前進させることに大きい貢献をなしていたのだといってもし、」、

であろう叫。

この点は，彼と対立的立場に立つ小市民的急進主義者をーべつすることによって，よ

り朗らかとなるにちがし、ない叫。彼ιは，スミスとは反対に，ロック政治哲学の諸原理

の実現をめざす。そのかぎりにおいて彼らはスミスを政治的には越えている。しかし，

彼らの個人とは，一世紀前にロックがその社会理論寺構成するさいに用いたあの独立小

生産者であった。そのような個人は，ロヲグの時代にはたしかに一定の歴史的役割を演

じえたのであわそれ故にまた戸ックの理論色 定の有効性を発揮しえたのであった。

しかしすでに，状況は変化していた。だが，彼らは，ロザク理論と現実との聞いて行〈

語離を見抜きえなかったのであった。 だから，彼らは，政治的にはスミスをこえており，

彼らのかかげた理念はスミスをこえて生きつづけることになるにせよ，現実の急速に発

展して行く生産力の進行白方向と合致しえれ、なかったという致命的事実によって，当

20) 大河内 男『スミスとリスト」新版，昭和29年，弘文堂参照。もちろんj スミスがまたE義
を重揮していることをも忘れるへきではなもてCf.M. s.， Vol. I， p. 177)。

21)資本主義経済の運動法則抗まさにj 自然史酌過程として現量するという事実のために，経済
学の分析を深めれば深めるほE 自然史への信仰が深まり 改革者の架空の計画への無理解もつ
のる j という経済学の方法にまつわる間閣もここに考慮すべきであろう。河野健二教授は，この
点を，ケネー』ディドロ，ルソーの三人において抽出しz 次のように言われる。 r客観的な人間
関係にほかならない経済関障を分析する己とのできた理論は』政治問題については 種の『合法
主轟』になりやすいのに反して 政治の主体性J 実践世をよrくとらえうる理論は経開問題になる
と『主観主義』のとりこになってしまうのである。」河野健三「プラ Yス革命とその思J国」昭和
38年，岩波書庖， 211ベ 九

22) ロツグ主義にかんしてはj 永井義雄「イギリス急進主義の研究」l昭和田年，お茶の水書房参照。
以下の点にかんLても本書に多〈を負うてし喝。
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時の現実に対する主導力とはなりえなかったのであった。月ミスは反対に，ロック理論

を拒杏， Qことによって，まさに現実のプルジョア的発展と歩調を合わせる。久ミ A は

理論の「架空の美しさに酔うJことなし現実に眼を向け，それがロック理論の想定と

lまことなれ犬きい貧富の隔差によって特徴づけられているの壱みる。そして更に，こ

の不平等がまさに貧者をして，富裕壱めざして働かせ;5という，貧者にと勺ては実現不

可能な目的を追求させ，そしてこのかわいそうな努力が，結果的には自然の狭知ともい

うペきものによって，社会一般の富裕化をますます増進させていると左乱スミスは鋭

〈洞察するのである的。かくして，スミスは現実を認識するだけでなく，更に擁護する

のであるが，くり返すようにs 生産力だけを問題としていればよい時代の経済学は，生

産力を上井させるためには，その生産関係壱保持してくれる凪家権力の強大をのぞむこ

と以上に何をのぞみうるであろうか24)0

だが，スミスのとの保守性は，今述べたような，彼の経済学における楽天性壱示すと

共に，また彼の政治学における不安の表明でなければならない。スミスは，ロマクとは

ちがって，貧者大衆をもはや無視することはできなかった。 r大財産のあるところはど

こにでも大きい不平等がある。ー人の大金持ちにつき少なくとも五百人の貧者がし、るに

ちがし、なし、。そして少数者の富裕仕多数者の貧困を予想さ廿る。富者の宮裕は貧者の憤

激をひきおこす。貧者たちは欠乏によってかり立てられ，羨望によって富者の所有物を

おかすようになる。数字問の労働，いやおそらく数世代の労働によって獲得された貴重

な財産の所有者が，たった一夜でも安全のうちに眠ることができるのは，ただ政府当局

の庇護の下においてのみである曲。」しかも，こり貧者の大群の存在は，この経済体制に

左って不可欠のものであるばかりか，スミスによれば，この貧富の巨大な隔絶の故I~社

会全般の富裕化がますます強力に前進させられると共に，またこの隔絶にもかかわらず，

富裕化が社会のすみずみまで一般化して行〈のであった刷。 しかし，もしこの貧者たち

が，社会の富裕化の一手段たる己と骨越えて，ロッタ理論の教えるような人閣の園有の平

等な権利を主張しはじめ z ならば，その事実は~の幸福な体制にとって，危険な要素

の出現壱意味するであろう。それは一般的富裕化の順調な進展壱撹乱するであろう。ロ

ザクが革命権をともかくもみとめたのは，その不発性を保証しえたからであったとする

ならば，スミスが革命権壱否認するのは，その保証の不十分性を予感しはじめ，ロヅグ

理論の危険性を感知しはじめたからにちがし、ないυ いまやこの貧者の大群をし寸3に支配

23) A. Smith，皿 5.，Vol. I， pp. 378-387 
24) 高島善哉，国家と経演j 同編「古典学派の成立Jcr経済学説全集」第E巻)所収，昭和 29年J

河出書房， 221 222ベーシ事照。
25) A. Smith， W. Qf児， p. 670 

26) Ibid.， pp. 11-12 
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するかが問題である。こうしてスミスは，同感にもとづく支配服従論を延々と説くので

ある。いまや革命の問題はタプーとなる。名誉革命の擁護はロックで十分である。スミ

スの役割は r((名誉革命》休制の歴史的弁護」町であるu スミスにとって，チャーノレズ一

世壱非難することは，その後に生じた体制の完全さの暗示となる。

資本制社会の経済学的認識とその社会政治俸制の弁護は，租税利益説を支える諸範鴫

の放棄を要求した。スミスは租税利益説に代わる別の租税根拠論を積極的にうち立てる

のでもなレ。国家は経費を必要とし，人々は租税壱支払ってし唱。もはや「なぜ」の問題

は間われないn 今，和税利益説を主聴しょ号とする「とは危険な行為となろう。革命権

の容認にまでいたるか，あるいは単なる詑弁をろうするのか，の二つに一つである。なぜ

なら，すでに述べたように，ロッグ理論の諾範鴎 自由な個人，平等な天賦の自然権，

各人の財産所有，社会契約，全成員による租税の協賛などーーは何一つ実現されてし、な

いにもかかわらず，その結論たる「全て人は租税を支払うベし」とし、う命題のみはg まさ

に十全の意味で実現されているからである28)0 そしてむろん，ケネディのいうように，全

て人は租税を支払うベし」とし、う一般的命題の具体的現象形態は「貧者も租税を支払う

ベし」ということである叫。人々はこの命題をめぐってさまざまな論議壱くりびろげる。

ある者は，貧者が消費支出をなすということ自体が，その支出への課税を正当化 Fるに

十分である，というであろう。そしてある者が，貧者も国家内に生存している故に租税

を支払うべきであるといえば，他の者は，貧者はその労働や兵役によって十分に支払っ

ていると答える 5であろう。またある者が，消費税が勤労意欲を低めるという理由でそれ

に反対すれば，他の者は，それが労働者を勤労へかり立てるという理由で賛成するであ

ろう。ある者が消費税は感じられない故に自由と両立するといえば，他の者は，ぞれ故;

に自由と矛盾するというであろう。更にある者が，それはもっとも確実で大量の収入を

約束するといえば，他の者は，それは貧者に対してかわいそうだというであろう。更に

またある者が，もっと政治的に，貧者への課税は貧者の反抗壱生む故に危j険であるとし、

えば，他の者はもっと経済的に，貧者課税は賃金を高め，物価を高め，輸出壱減返させ?

かくて王国の前途令所険にお !-U、れると恐わるであろう。一一おそらしこれらの命

題はそれぞれに無視しえ旧真理壱含んでいるにちがし、なし、。だがここでは，次のことを

指摘するにとどめよう。すなわち，社会の全構成によって負担されることになるこのー

租税の賛合論が，もはや個人が国家から受ける利益という観点からはほとんどとり扱わ

27) 山崎怜，スミス財政思想の基礎視角，花戸龍蔵博士古稀記生論文集「財政学の課題」昭和37年 p

千倉書房所収 615ベージ。
28) W. Kennedy， English Ta畑山科 1640-1799，1913 [rep. 1954]， p. 94 
29) Ibid.， p. 82 
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れず，産業上の理由にはじ主り貧者憐欄論に至るまでの種々さまざまな観点から論じら

れているv ということである。個人が国家から受ける保護とし寸観点は，もはや核心的

問題であることをやめたのである。そしてそれは，少なくとも，租税利益説の形成者た

ちが想像することもできなかった現実の政治的経済的諸条件の複雑な発展と変容の故で

あることは明らかであるように思われる。

E 結論と展望

まず，ホップズにおいて形成された近代的個人は，租税利益説を担うに十分なもので

あったが，彼らが作り品げる国家は，現実の未成熟の故に，絶対主義的権力によヲて統

ーされざるをえず，したがって租税協費権もまた否定されなければならなかヮたのであ

った。とはし、え，国家に対し個人が先行しているとしサ事実は， r自主的納税倫理」叫を

そのうちに秘めていること壱示しているのであろう。そして彼は，この荊芽形態の租税

利益説を持って，主権者の立場から，主権者の課税権を合理化VC¥、たのであった。

ロックにおいては典型的に社会契約説が或立L，したがって協費議会論を共に，租税

利益説も完成する。そして自由主義的経済制度への展望が開かれる。しかし，租税利益

説は，いわば幼き経済学と政治学の無邪気な結婚の上に成立いていたのであった。そし

てこの幸福な結婚は短かかるべく運命づけられていた。すなわち，労働による生産の成

立は，私有財産の成立にし、たわ次には所有の不平等，さし、ごには人間の二大階級への

分裂に至るならば，そして国家は財産保護のために存在するのならば，人聞の大半を占

める一方の階級は政治参加から排除されることになるであろう。こうして「ロヅグ的社

会観の虚偽性」叫が表面化せざるをえtJくなる。現実経済の進展と経済学の発展は，共

に租税利益説を排除しはじめるのである。

さいごにスミスは，この理論と現実の和解の不可能性を見抜き，理論壱すてて現実壱

えらびとる。この選択はまぎれもなしスミスの資本制社会の深い経済学的分折によっ

て支えられている。商品交換としづ経済的幹によって人聞を結び合わせることによって，

社会契約という横の政治的紳は消える。だが同時に，こ0過程は平等の不在の確認であ

れ立配服従という縦の政治的強力の必要の確認でありた。今必要とされる政治学は，

もはや人閣の平等や自然権や革命権を説〈ものであってはならず，反対に，このすばら

しい経潰体制を擁護し強化するものでなければならない。

したがって，資本主義経済の自己認識旦しての経済学の成立Lたときが，同時に，租税

利益説の放棄されるべきときだったのである。 ιのとき以後は，現実の資本主義経済の

30) 島恭彦「近世租税忠盟史」昭和日年，有斐閣，Y7ベ ジ書照。
.31) W. Kennedy， op. cit， p. 91 
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進展に忠実であろうとするものは，利益説壱放棄すベきであれ他方，利益説に忠実で

あろうとするものは，現実の資本主義に向って否というべきだったのであ 00.双方共に

敬おうとするものは，どこかで敷闘にF郎、らざるをえないであろう。

したがって，租税利益説の衰退の原因については，おそらく次のようにいうことがで

きるはずである。

第ーに，租税利益説は今や虚偽の教説で畠るにちが』、ない。現実の社会は租税利益説

が前提する社会とは全くことなっていた。現実の社会は少数の富者と大多数の貧者大衆

からなっており，この貧者階扱は，政治への何らの参加も許されず，ただ支配される客

体にすぎなかった叫。 にもかかわらず，彼らは大量の消費税壱支払っていた。もし貧者

を免税しえていたなら，租税利益説はぎりぎりの線で救われていたかも知れない。だが

むろん，資本主義国家は，消費税という「多量の税収をもたらし J. I感じちれず，不

満壱おこすこともっとも少な L、」大衆収奪の手段を決してあきらめはしないであろう。

更にこの社会は，貧者とし、う搾取されるべき対象を持つことなしには存続しえないであ

ろう。更にまた ιうした階級対立は，国家クラブ観とは逆の，強力な支配機構を必要と

するであろう。かくして，租税利益説の退潮は，資本主義社会の無能の自己告白ともし、

いえよう。なぜなら，資本主義は，自己奇形成するのに太きし、役割壱演じてくれた理念

に適合することができず.今やかえって，それを放棄することによってその理念から逸

脱した自己自身を正当化しようとするからである。

第二に.-租税利益説は今や危険な教説であるιらがし、なし、。己申説にしたがうならば，

国家からの保護壱うけるべき財産壱持たないものは，租税の支払を拒否しうる十分の理

由を持つことになろうし，あるいは反対に，人聞の平等を実現するために，富者階飯が

持っているのと同じ政治的経済的権利を要求してもよいだろう o ロック理論の中には，

たしかに，既存の権力をおびやかすに足るこうした危険な帰結を生む要素がひそんでい

たのであった叫。だが，この危険な要素こそ租税利益説の政治哲学的中枢であれ己の

教説に本来の創造的性格を与えていたところのものであった。だから;:の核心的要素

がすて去られるとき，租税利益説は自発的貢納倫理から強制的徴収命令となるのである。

事実，人は全て国家から等しく保護をうけているかと問うことなし人は全て租税を支

32) フラ γス革命の『人聞と市民の権利の宣言』ち.I能動的市民」と「畳動的市民」の二つに市民
を分割した。前者は，ジヱイ占ーλ によれば...r大きな社会的企業"))!l;の株主」であり j 桂者は
「公権の形成に積極的に重量加する」権利をもたない人々である。 Cf.A. Sobou:I， La Revol叫叩n

francaise， 1789-I.799， 1948白小場踊卓三・渡辺惇訳「フランλ掌命J(上).岩波新書， 131 

へージ。
33) スミスの同時代人ルソーは，フランスにおいて この危険な要講舎一つの強力な武器一一一人民

主権，革命権一ーにまできたえあげていた。
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払うべしというとき，それはむしろ租税義務説にとってこそふさわしいいい方であろう。

因みにいえば，租税義務説もまた，ロヲグ的諸理念と合致すべきであったのにそうなり

えなかった現実の経済制度を，ロック理念を拒否することによって，弁護しようとして

いるのである。

第三に，租税利益説は今や技術的に無能の教説であるにちがいなし、。ロックにおける

財産とは土地のことであった。しかし，資本主義経済の発展は，財産とは土地以外のも

のをも含むことを示しはじめるであろうし，課税対象が土地の位かにも存在すゐことを

示すであろう。 こうして 1799年にはピットによって歴史的な所得税が導入されるので

ある。課税対象となるべき収入の種類の多様化につれて，租税根拠論としての単純な国

家保護理論はますます無能となるにちがし、ない。利益説は土地財産にこそふさわしいと

いえよろ υ そして更に，刺益説にもとづし、て租税の西日分の問題に接近するとき，そこに

は利益の測定という解決不可能な問題がまちかまえているのである。実際，利益説壱論

難する多くの人々は，租税利益説に必然的k伴うところのこの利益の測定の不可能性号

もって，利益説拒否の最大町理由となすのである叫。 さらにまた，租税問題のうちに，

経済政策上，貿易政策上，財政政策 L 社会政策上，徴税技術上，等々の視点が，資本

主義の矛盾と重税の圧力によって考慮されざるをえなくなれば，利益説の視点は相対的

にも低下せざるをえないであろう。そしてまた，租税制度の旗雑10があげられよう。ピ

ットの統合基金法にみられるような統一予算制度の採用は，議会の監督壱強めることが

できるにし亡も，租税の支払いと経費の立出とが完全に分断されることになって， もは

や各人の支払う租税が何の目的で使用されているのかを知ることは不可能になれここ

にも利益説の活動領域の縮小がみられるといえよう。

このようにして，租税利益説は，資本主義経済と両立するものとして生まれ，その生

成を助けたのであったが，資本主義経済が発展 G.その内在的矛盾が自己をあらわにす

るとき，利益説はいまやその矛盾を吉む資本主義体制をそのまま擁護するよ々によって，

妥当性壱欠く教説として論難されねばならなかったのであるn このように，はじめに合

致するかに見えた理論と現実が，ますます希離して行ったのは，資本主義の無政府性に

大き〈起因してし、ることはいうまでもない問。

し、まや租税利益説は，租税義務説に対して無防備であるといえよう。もっとも，イギ

34) Ex. E. Selignan， P刊 gressive Ta%ation in Theory aηd Pγact~ce ， 1894. p. 86; S. F 
Weston， Principles 0/ Justice in Taxatω肌 1903，pp. 162， 170 

35) 必需品課税を提案しつつj 賞者は本来課税されるベきではない，と演説したピットの態度を，
ケネディは， r困碍と弁解の照度」と呼んでいる (W.Kennedy， op. cit.， p. 162)0 ここでは，
理論と現実の背反を和解させようとする腎力さえ放棄さ札ている。もちろん， r財政需要の圧力」
が一切の論議を宅強させたのである。



74 (300) 第96巻首4号

リスのよラに，ーたび利益説を体験したところでは， ドイツにおけるように，国家を冠

全に実体化し倫理他し神聖化することはないであろう u ともあれ，義務説ほ，利益説を

論依しようとしている教説であるよりも，むしろ，根拠論自体を沈黙させようとしてい

る一本の剣であるとし、うべきであろう叫。

では租税利益説は元全に死滅したのであろうか。われわれは，己り教説の展望を概観

して，この小論を終えることにしよう。さしあたり，租税利益説が生きのびうると考え

られる方向は二つに大別しえよう。一方はプルジョア的理念の内部においてであり，他

方はそれを超えよう Eする理念の内部においてである。

まず前者の方向をみてみよう。第一に，この資本主義社会が，租税利益説と相たずさ

え口、た頃の資本主義社会と同ーの原理に立っているならば，利益説の残岸もど ζ かに

残っている仁ちがいない。プノレジョア社会は，プノレジ司ア的原理在いし理念多全〈放棄

してしまうことができないにちが!ィ、ない。プノレジョアといえども，租税壱まねかれるこ

とができず，彼はし、守も競争者にとりかこまれてし、るとするならば，彼もまた最小の租

税の支払いですませようと努力するであろうし，自己の利益にならぬ祖税は拒合したい

とさえ考えるであろう。彼は一方では種々の国家活動の拡大を要求するとしても，自己

の特殊利誌が侵害されるおそれのあるかぎり，国家活動に制限を要求し，租税の支払い

に反対するであろうれつまり，国家を神聖化し実体化しすぎることは，手段としての国家

が，その枠をはみ出すことになれブルジョアにとっても危険となるのである。第三に，

彼らは，労働者階級へω参政権の拡大をさして，租j)!利益説の条件が今や全く満たされ

ていると主張するととができょう。今や労働者も他の人々上平等であしし、かなる政治

的決定にも参与し弓る自由な主体である。もはや社会がなすべきことは終った。あとは，

労働者の個人的努力のみが，労働者の地位を高めるであろう o こうしてブルジョアジー

は，今や歴史に停止壱命じるのである。労働者の負担している租税も，彼らの代表者が

決定したものであるために，間接的には自己自身が目分に課税しているわけである u 自

分が決定した租税壱自分が支払うのは当然であろう。このように形式的な政治上の変化

のみを問題とし，その実質的な経済的内容壱全く無視することによっても，租税利益説

は生きのびようと努力するかも知れない。第三に，租税刺益説はまた地方税の領域にお

いc.いわゆる受益者負担の名の下に生存しようとするであろう。ここでは累進原理が

ほとんど適用木可能であるばかりか，しばしば人頭税に似たような地方税さえ存在する

のである。地方的な問題といえども，ほとんどの場合，全国的問題との関連において発

36) 問団隆夫・遠藤湘官大内力「近代財政的理論」昭和四年時潮社， 190ベージ多照。
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生するのであり，したがってまたその解決も全国的規模にお吋る連関の中においてのみ

可能である以上，地方税における受益者負担原則は，決して正確に実施されることはな

いであろう。吉いごに，租税を手数料の形式にできるだけ変形することによって，租税

の表面上の量寺減少させることができょうが，その手数料形式は，租税の利益説的説明

を許容するように思われる。

だが，いずれにせよ，この方向は，真の意味の租税利益説を担コているとはいいえな

いであろうのなぜなら，それは，かつて租税利益説を支えた政治哲学とは無関係に，利

益説をただ単なる便宜的命題として利用しているからである。ここには魂壱抜かれた租

税利益説のjfj醸しかない。彼らにとちて，利益説は，できるだけ自分の租税負担を少量

ですませようとするための個人的叶突であるか，あるいは人民への重税を上から強制的

に納得させるための説教にすぎなし、からである町。

さて，後者町方向は，前者とは正反対の方向である。つまり，現実を弁護するために

理論を歪曲するのではなくて，現実を変革することによって理論を現実化しようとする

のである。すなわち，租税義務説におもむくものは，もはや人聞の政治的平等も経済的

平等も問題とはせず，両者を共に無視してしまう。そしていま述べたばかりの立場は，

政治的平等の実現のみを持って満足し，経済的平等に対しては全く限壱閉じて Lまうの

これらに反して，この立場は，政治的平等と経済的平等の双方を共に実現することによ

って，租税利益説を真に実現しようとするのである。おそらく，さきにふれた小市民的

急進こじ義者にちが， この方向の代表者であろう叫。 そして租税利益説をその初原的な

形態で実現しようとする立場が，まさに小市民的急進主義者的な立場であるということ

は，同時に租税利益説的運命そのものをも暗示していないであろうか。なぜなら，おそ

らく，次のようにいうことができるだろうからである。すなわち，租税利益説が真に実

現されるのは，ロイク的社会理論の諸基礎筒鴫が真に実現されるときであろうが，特に

きしあたり，人閉め平等とし寸理念の実現が不可欠であろう。しかし，そうしよ理念が

実現されるのは，皮肉にも，ロヴク理論と相たずさえて生成した社会が終るときである

にちがいない。と L、うのは，人聞の平等が真に実現されるのは，不平等の最大の根原た

る私有財産が廃止されるときであろうからである。そして更に，私有財産の存在しない

ところぜは， もはや租税利益説は全く無用の長物であるにちがし、ない。なぜなら，そこ

には，もはや困家tよって保護戸れるべきはずの対象が存在しないからである叫。

3の 島恭彦「肘政苧概論」昭和 38年!岩波書居.82ベ一号事照。
38) ロックの著述以来p 歴史¢危機に際してはz 同意と自然権に対する彼の強調が常に新たな意

味多獲得したsJH. Laski， Political Thou~hts 四 Engl開 d，Locke初 Bentham，1920 堀豊

彦飯坂良明訳「イギリス政治思想J'.岩世現代叢書.30ベ←ジ。
39) ルソーは，その「政治経済論Jの末尾において!租税制度だけの改革の可能性にみずから疑問
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そのような社会においても，なお租税は存在するのか，もし存在するとするならば，

その社会の人々はなぜ和税を支払うのか，あるいはこうした間し、かけが意味を持つのか，

そのような問題を考察することは，すでに小論円範囲を超えている。

〔本稿は事実上前稿作月号掲載〕の続編をなす。合わせてお読みいただければ幸いである。〕

May 16， 1965 

を投じて 故のように替えているω 「各国において主権者〔人民コが人民の統治を委託している
人々が人民の敵でるるならばl 人民が自分を幸福にするために為すべきこと芦わざわざ操すまで
のこともなし'....J The Po!itual Writings of Jean-Jacq包Ie$ ROUSIi()ヂu，ed. by C. E 

Vaughan， 1962. Vol. I， p. 273 




